
議案第３１号 
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大田原市手数料条例の一部を改正する条例 

大田原市手数料条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表７６の項中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同表７７の項中「第

８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同表８８の項中「昭和２０年」を「平成２

０年」に、「第５項」を「第７項」に改め、「長期優良住宅建築等計画」の次に「又は長

期優良住宅維持保全計画」を加え、同表９０の項中「長期優良住宅建築等計画」の次に「 

又は長期優良住宅維持保全計画」を加え、同表９２の項中 

「 

イ 共同住宅等

の住宅部分に係

る申請 

申請に係る住戸の数が１戸の場合 １件に

つき 

４，０００円 

申請に係る住戸の数が１戸を超え５戸以

下の場合 

１件に

つき 

９，０００円 

申請に係る住戸の数が５戸を超え１０戸

以下の場合 

１件に

つき 

１５，０００円 

申請に係る住戸の数が１０戸を超え２５

戸以下の場合 

１件に

つき 

２５，０００円 

申請に係る住戸の数が２５戸を超え５０

戸以下の場合 

１件に

つき 

４３，０００円 

申請に係る住戸の数が５０戸を超え１０

０戸以下の場合 

１件に

つき 

７７，０００円 

申請に係る住戸の数が１００戸を超え２

００戸以下の場合 

１件に

つき 

１２１，０００円 

申請に係る住戸の数が２００戸を超える

場合 

１件に

つき 

１５３，０００円 

ウ 一の建築物

全体に係る申請

（ア及びイに掲

げる申請を除く 

。共用部分を計

算しない評価方

法（低炭素建築

物誘導基準であ

って、市長が指

定するものをい

（ア） 住宅部

分について、戸

数の区分に応じ

た金額 

１戸の場合 １件に

つき 

４，０００円 

１戸を超え５戸以下の

場合 

１件に

つき 

９，０００円 

５戸を超え１０戸以下

の場合 

１件に

つき 

１５，０００円 

１０戸を超え２５戸以

下の場合 

１件に

つき 

２５，０００円 

２５戸を超え５０戸以

下の場合 

１件に

つき 

４３，０００円 



う。以下この項

及び次項におい

て同じ。）を用

いる場合にあっ

ては、（イ）に

掲げる金額を除

く。） 

５０戸を超え１００戸

以下の場合 

１件に

つき 

７７，０００円 

１００戸を超え２００

戸以下の場合 

１件に

つき 

１２１，０００円 

２００戸を超える場合 １件に

つき 

１５３，０００円 

（イ） 共用部

分について、床

面積の合計の区

分に応じた金額 

３００㎡以下の場合 １件に

つき 

９，０００円 

３００㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件に

つき 

２５，０００円 

２，０００㎡を超え５ 

，０００㎡以下の場合 

１件に

つき 

７７，０００円 

５，０００㎡を超え１

０，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

１２１，０００円 

１０，０００㎡を超え

２５，０００㎡以下の

場合 

１件に

つき 

１５３，０００円 

２５，０００㎡を超え

る場合 

１件に

つき 

１９１，０００円 

（ウ） 非住宅

部分について、

床面積の合計の

区分に応じた金

額 

３００㎡以下の場合 １件に

つき 

９，０００円 

３００㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件に

つき 

２５，０００円 

２，０００㎡を超え５ 

，０００㎡以下の場合 

１件に

つき 

７７，０００円 

５，０００㎡を超え１

０，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

１２１，０００円 

１０，０００㎡を超え

２５，０００㎡以下の

場合 

１件に

つき 

１５３，０００円 

２５，０００㎡を超え

る場合 

１件に

つき 

１９１，０００円 



」 

を 

「 

イ アに掲げる

申請以外の申請

（共用部分を計

算しない評価方

法（低炭素建築

物誘導基準であ

って、市長が指

定するものをい

う。以下この項

及び次項におい

て同じ。）を用

いる場合にあっ

ては、（イ）に

掲げる金額を除

く。） 

（ア） 住宅部

分について、戸

数の区分に応じ

た金額 

１戸の場合 １件に

つき 

４，０００円 

１戸を超え５戸以下の

場合 

１件に

つき 

９，０００円 

５戸を超え１０戸以下

の場合 

１件に

つき 

１５，０００円 

１０戸を超え２５戸以

下の場合 

１件に

つき 

２５，０００円 

２５戸を超え５０戸以

下の場合 

１件に

つき 

４３，０００円 

５０戸を超え１００戸

以下の場合 

１件に

つき 

７７，０００円 

１００戸を超え２００

戸以下の場合 

１件に

つき 

１２１，０００円 

２００戸を超える場合 １件に

つき 

１５３，０００円 

（イ） 共用部

分について、床

面積の合計の区

分に応じた金額 

３００㎡以下の場合 １件に

つき 

９，０００円 

３００㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件に

つき 

２５，０００円 

２，０００㎡を超え５ 

，０００㎡以下の場合 

１件に

つき 

７７，０００円 

５，０００㎡を超え１

０，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

１２１，０００円 

１０，０００㎡を超え

２５，０００㎡以下の

場合 

１件に

つき 

１５３，０００円 

２５，０００㎡を超え

る場合 

１件に

つき 

１９１，０００円 

（ウ） 非住宅 ３００㎡以下の場合 １件に ９，０００円 



部分について、

床面積の合計の

区分に応じた金

額 

つき 

３００㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件に

つき 

２５，０００円 

２，０００㎡を超え５ 

，０００㎡以下の場合 

１件に

つき 

７７，０００円 

５，０００㎡を超え１

０，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

１２１，０００円 

１０，０００㎡を超え

２５，０００㎡以下の

場合 

１件に

つき 

１５３，０００円 

２５，０００㎡を超え

る場合 

１件に

つき 

１９１，０００円 

」 

に、 

「 

イ 共同住宅等

の住宅部分に係

る申請 

申請に係る住戸の数が１戸の場合 １件に

つき 

３３，０００円 

申請に係る住戸の数が１戸を超え５戸以

下の場合 

１件に

つき 

６６，０００円 

申請に係る住戸の数が５戸を超え１０戸

以下の場合 

１件に

つき 

９３，０００円 

申請に係る住戸の数が１０戸を超え２５

戸以下の場合 

１件に

つき 

１３０，０００円 

申請に係る住戸の数が２５戸を超え５０

戸以下の場合 

１件に

つき 

１８７，０００円 

申請に係る住戸の数が５０戸を超え１０

０戸以下の場合 

１件に

つき 

２６８，０００円 

申請に係る住戸の数が１００戸を超え２

００戸以下の場合 

１件に

つき 

３６３，０００円 

申請に係る住戸の数が２００戸を超える

場合 

１件に

つき 

４７６，０００円 

ウ 一の建築物

全体に係る申請

（ア） 住宅部

分について、戸

１戸の場合 １件に

つき 

３３，０００円 



（ア及びイに掲

げる申請を除く 

。共用部分を計

算しない評価方

法を用いる場合

にあっては、（ 

イ）に掲げる金

額を除く。） 

数の区分に応じ

た金額 

１戸を超え５戸以下の

場合 

１件に

つき 

６６，０００円 

５戸を超え１０戸以下

の場合 

１件に

つき 

９３，０００円 

１０戸を超え２５戸以

下の場合 

１件に

つき 

１３０，０００円 

２５戸を超え５０戸以

下の場合 

１件に

つき 

１８７，０００円 

５０戸を超え１００戸

以下の場合 

１件に

つき 

２６８，０００円 

１００戸を超え２００

戸以下の場合 

１件に

つき 

３６３，０００円 

２００戸を超える場合 １件に

つき 

４７６，０００円 

（イ） 共用部

分について、床

面積の合計の区

分に応じた金額 

３００㎡以下の場合 １件に

つき 

１０４，０００円 

３００㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件に

つき 

１７２，０００円 

２，０００㎡を超え５ 

，０００㎡以下の場合 

１件に

つき 

２６７，０００円 

５，０００㎡を超え１

０，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

３４３，０００円 

１０，０００㎡を超え

２５，０００㎡以下の

場合 

１件に

つき 

４１０，０００円 

２５，０００㎡を超え

る場合 

１件に

つき 

４７８，０００円 

（ウ） 非住宅

部分（モデル建

物法（低炭素建

築物誘導基準で

あって、市長が

指定するものを

３００㎡以下の場合 １件に

つき 

８０，０００円 

３００㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件に

つき 

１３０，０００円 

２，０００㎡を超え

５，０００㎡以下の場

１件に

つき 

２１０，０００円 



いう。）を用い

るものに限

る。）につい

て、床面積の合

計の区分に応じ

た金額 

合 

５，０００㎡を超え１

０，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

２８０，０００円 

１０，０００㎡を超え

２５，０００㎡以下の

場合 

１件に

つき 

３４０，０００円 

２５，０００㎡を超え

る場合 

１件に

つき 

４００，０００円 

（エ） 非住宅

部分（標準入力

法・主要室入力

法（低炭素建築

物誘導基準であ

って、市長が指

定するものをい

う。）を用いる

ものに限る。）

について、床面

積の合計の区分

に応じた金額 

３００㎡以下の場合 １件に

つき 

２２９，０００円 

３００㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件に

つき 

３６６，０００円 

２，０００㎡を超え５ 

，０００㎡以下の場合 

１件に

つき 

５２１，０００円 

５，０００㎡を超え１

０，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

６３９，０００円 

１０，０００㎡を超え

２５，０００㎡以下の

場合 

１件に

つき 

７５３，０００円 

２５，０００㎡を超え

る場合 

１件に

つき 

８６０，０００円 

」 

を 

「 

イ アに掲げる

申請以外の申請

（共用部分を計

算しない評価方

法を用いる場合

にあっては、（ 

イ）に掲げる金

額を除く。） 

（ア） 住宅部

分について、戸

数の区分に応じ

た金額 

１戸の場合 １件に

つき 

３３，０００円 

１戸を超え５戸以下の

場合 

１件に

つき 

６６，０００円 

５戸を超え１０戸以下

の場合 

１件に

つき 

９３，０００円 

１０戸を超え２５戸以

下の場合 

１件に

つき 

１３０，０００円 



２５戸を超え５０戸以

下の場合 

１件に

つき 

１８７，０００円 

５０戸を超え１００戸

以下の場合 

１件に

つき 

２６８，０００円 

１００戸を超え２００

戸以下の場合 

１件に

つき 

３６３，０００円 

２００戸を超える場合 １件に

つき 

４７６，０００円 

（イ） 共用部

分について、床

面積の合計の区

分に応じた金額 

３００㎡以下の場合 １件に

つき 

１０４，０００円 

３００㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件に

つき 

１７２，０００円 

２，０００㎡を超え５ 

，０００㎡以下の場合 

１件に

つき 

２６７，０００円 

５，０００㎡を超え１

０，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

３４３，０００円 

１０，０００㎡を超え

２５，０００㎡以下の

場合 

１件に

つき 

４１０，０００円 

２５，０００㎡を超え

る場合 

１件に

つき 

４７８，０００円 

（ウ） 非住宅

部分（モデル建

物法（低炭素建

築物誘導基準で

あって、市長が

指定するものを

いう。）を用い

るものに限る。 

）について、床

面積の合計の区

分に応じた金額 

３００㎡以下の場合 １件に

つき 

８０，０００円 

３００㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件に

つき 

１３０，０００円 

２，０００㎡を超え５ 

，０００㎡以下の場合 

１件に

つき 

２１０，０００円 

５，０００㎡を超え１

０，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

２８０，０００円 

１０，０００㎡を超え

２５，０００㎡以下の

場合 

１件に

つき 

３４０，０００円 



２５，０００㎡を超え

る場合 

１件に

つき 

４００，０００円 

（エ） 非住宅

部分（標準入力

法・主要室入力

法（低炭素建築

物誘導基準であ

って、市長が指

定するものをい

う。）を用いる

ものに限る。）

について、床面

積の合計の区分

に応じた金額 

３００㎡以下の場合 １件に

つき 

２２９，０００円 

３００㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件に

つき 

３６６，０００円 

２，０００㎡を超え

５，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

５２１，０００円 

５，０００㎡を超え１

０，０００㎡以下の場

合 

１件に

つき 

６３９，０００円 

１０，０００㎡を超え

２５，０００㎡以下の

場合 

１件に

つき 

７５３，０００円 

２５，０００㎡を超え

る場合 

１件に

つき 

８６０，０００円 

」 

に改め、同表９３の項中 

「 

イ 共同住宅等の計画の認定を受けた住宅部分に

係る申請 

１件に

つき 

前項の１の⑴のイに規定

する金額の２分の１に相

当する金額 

ウ 一の建築物全体に係

る申請（ア及びイに掲げ

る申請を除く。共用部分

を計算しない評価方法を

用いる場合にあっては、

（イ）に掲げる金額を除

く。） 

（ア） 計画の認定を受

けた住宅部分、共用部分

及び非住宅部分について 

１件に

つき 

前項の１の⑴のウにより

それぞれ算出した額の２

分の１に相当する額 

（イ） 新たに追加する

住宅部分、共用部分又は

非住宅部分について 

１件に

つき 

前項の１の⑴のウに規定

する金額 

」 

を 

「 

イ アに掲げる申請以外 （ア） 計画の認定を受１件に 前項の１の⑴のイにより



の申請（共用部分を計算

しない評価方法を用いる

場合にあっては、共用部

分に係る金額を除く。） 

けた住宅部分、共用部分

及び非住宅部分について 

つき それぞれ算出した額の２

分の１に相当する額 

（イ） 新たに追加する

住宅部分、共用部分又は

非住宅部分について 

１件に

つき 

前項の１の⑴のイに規定

する金額 

」 

に、 

「 

イ 共同住宅等の計画の認定を受けた住宅部分に

係る申請 

１件に

つき 

前項の１の⑵のイに規定

する金額の２分の１に相

当する金額 

ウ 一の建築物全体に係

る申請（ア及びイに掲げ

る申請を除く。共用部分

を計算しない評価方法を

用いる場合にあっては、

（イ）に掲げる金額を除

く。） 

（ア） 計画の認定を受

けた住宅部分、共用部分

及び非住宅部分について 

１件に

つき 

前項の１の⑵のウにより

それぞれ算出した額の２

分の１に相当する額 

（イ） 新たに追加する

住宅部分、共用部分又は

非住宅部分について 

１件に

つき 

前項の１の⑵のウに規定

する金額 

」 

を 

「 

イ アに掲げる申請以外

の申請（共用部分を計算

しない評価方法を用いる

場合にあっては、共用部

分に係る金額を除く。） 

（ア） 計画の認定を受

けた住宅部分、共用部分

及び非住宅部分について 

１件に

つき 

前項の１の⑵のイにより

それぞれ算出した額の２

分の１に相当する額 

（イ） 新たに追加する

住宅部分、共用部分又は

非住宅部分について 

１件に

つき 

前項の１の⑵のイに規定

する金額 

」 

に改め、同表９７の項中 

「 

イ 共同住宅等の場合（共用部分

を計算しない評価方法（建築物エ

ネルギー消費性能誘導基準であっ

て、市長が指定するものをいう。 

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

９，０００円 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上２，０

１件に

つき 

１８，０００円 



）を用いる場合にあっては、共用

部分の床面積を除く。ウの（イ）

並びに⑵のイ及びウの（イ）にお

いて同じ。） 

００㎡未満の場合 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

４１，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上の

場合 

１件に

つき 

７４，０００円 

ウ 一の建築物

全体の場合（ア

及びイに掲げる

場合を除く。） 

（ア） 住宅部分（（イ）に係るものを

除く。） 

１件に

つき 

４，７００円 

（イ） 共同住

宅等 

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

９，０００円 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１８，０００円 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

４１，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上の

場合 

１件に

つき 

７４，０００円 

（ウ） 非住宅

部分 

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

９，０００円 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上１，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１５，０００円 

申請する床面積の合計

が１，０００㎡以上２ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

２５，０００円 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

７４，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上１

０，０００㎡未満の場

１件に

つき 

１１０，０００円 



合 

申請する床面積の合計

が１０，０００㎡以上

２５，０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

１４０，０００円 

申請する床面積の合計

が２５，０００㎡以上

の場合 

１件に

つき 

１８０，０００円 

」 

を 

「 

イ アに掲げる

申請以外の場合 

（ア） 住宅部分（（イ）に係るものを

除く。） 

１件に

つき 

４，７００円 

（イ） 共同住

宅等（共用部分

を計算しない評

価方法（建築物

エネルギー消費

性能誘導基準で

あって、市長が

指定するものを

いう。）を用い

る場合にあって

は、共用部分の

床面積を除く。

⑵のイの（イ）

において同じ。 

） 

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

９，０００円 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１８，０００円 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

４１，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上の

場合 

１件に

つき 

７４，０００円 

（ウ） 非住宅

部分 

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

９，０００円 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上１，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１５，０００円 

申請する床面積の合計 １件に ２５，０００円 



が１，０００㎡以上２ 

，０００㎡未満の場合 

つき 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

７４，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上１

０，０００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

１１０，０００円 

申請する床面積の合計

が１０，０００㎡以上

２５，０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

１４０，０００円 

申請する床面積の合計

が２５，０００㎡以上

の場合 

１件に

つき 

１８０，０００円 

」 

に、 

「 

イ 共同住宅等（性能基準を用い

るものに限る。）の場合 

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

６３，０００円 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１００，０００円 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１８０，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上の

場合 

１件に

つき 

２５０，０００円 

ウ 一の建築物

全体の場合（ア

及びイに掲げる

場合を除く。） 

（ア） 住宅部

分（（イ）に係

るものを除き、

性能基準を用い

申請する床面積の合計

が２００㎡未満の場合 

１件に

つき 

３１，０００円 

申請する床面積の合計

が２００㎡以上の場合 

１件に

つき 

３５，０００円 



るものに限る。 

） 

（イ） 共同住

宅等の部分（性

能基準を用いる

ものに限る。） 

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

６３，０００円 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１００，０００円 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１８０，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上の

場合 

１件に

つき 

２５０，０００円 

（ウ） 非住宅

部分（モデル建

物法（建築物エ

ネルギー消費性

能誘導基準であ

って、市長が指

定するものをい

う。次項及び９

９の項において

同じ。）を用い

るものに限る。 

） 

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

８０，０００円 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上１，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１００，０００円 

申請する床面積の合計

が１，０００㎡以上２ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１３０，０００円 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

２１０，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上１

０，０００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

２８０，０００円 

申請する床面積の合計

が１０，０００㎡以上

２５，０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

３４０，０００円 

申請する床面積の合計

が２５，０００㎡以上

１件に

つき 

４００，０００円 



の場合 

（エ） 非住宅

部分（標準入力

法・主要室入力

法（建築物エネ

ルギー消費性能

誘導基準であっ

て、市長が指定

するものをいう 

。次項及び９９

の項において同

じ。）を用いる

ものに限る。） 

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

２１０，０００円 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上１，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

２６０，０００円 

申請する床面積の合計

が１，０００㎡以上２ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

３３０，０００円 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

４８０，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上１

０，０００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

５９０，０００円 

申請する床面積の合計

が１０，０００㎡以上

２５，０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

７００，０００円 

申請する床面積の合計

が２５，０００㎡以上

の場合 

１件に

つき 

８００，０００円 

」 

を 

「 

イ アに掲げる

申請以外の場合 

（ア） 住宅部

分（（イ）に係

るものを除き、

性能基準を用い

るものに限る。 

） 

申請する床面積の合計

が２００㎡未満の場合 

１件に

つき 

３１，０００円 

申請する床面積の合計

が２００㎡以上の場合 

１件に

つき 

３５，０００円 

（イ） 共同住

宅等の部分（性

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

６３，０００円 



能基準を用いる

ものに限る。） 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１００，０００円 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上

５，０００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

１８０，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上の

場合 

１件に

つき 

２５０，０００円 

（ウ） 非住宅

部分（モデル建

物法（建築物エ

ネルギー消費性

能誘導基準であ

って、市長が指

定するものをい

う。次項及び９

９の項において

同じ。）を用い

るものに限る。 

） 

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

８０，０００円 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上１，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１００，０００円 

申請する床面積の合計

が１，０００㎡以上２ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

１３０，０００円 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

２１０，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上１

０，０００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

２８０，０００円 

申請する床面積の合計

が１０，０００㎡以上

２５，０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

３４０，０００円 

申請する床面積の合計

が２５，０００㎡以上

の場合 

１件に

つき 

４００，０００円 

（エ） 非住宅

部分（標準入力

申請する床面積の合計

が３００㎡未満の場合 

１件に

つき 

２１０，０００円 



法・主要室入力

法（建築物エネ

ルギー消費性能

誘導基準であっ

て、市長が指定

するものをいう 

。次項及び９９

の項において同

じ。）を用いる

ものに限る。） 

申請する床面積の合計

が３００㎡以上１，０

００㎡未満の場合 

１件に

つき 

２６０，０００円 

申請する床面積の合計

が１，０００㎡以上

２，０００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

３３０，０００円 

申請する床面積の合計

が２，０００㎡以上５ 

，０００㎡未満の場合 

１件に

つき 

４８０，０００円 

申請する床面積の合計

が５，０００㎡以上１

０，０００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

５９０，０００円 

申請する床面積の合計

が１０，０００㎡以上

２５，０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

７００，０００円 

申請する床面積の合計

が２５，０００㎡以上

の場合 

１件に

つき 

８００，０００円 

」 

に改め、同表９８の項中 

「 

ウ 計画の認定を受けた共同住宅等の場合 前項の⑴のイに規定する額

の２分の１に相当する額 

エ 新たに追加する共同住宅等の場合 前項の⑴のイに規定する額 

オ 一の建築物

全体の場合（ア

からエまでに掲

げる場合を除く 

。） 

（ア） 計画の認定を受けた住宅部

分（（イ）に規定するものを除く。 

） 

前項の⑴のウの（ア）に規

定する額の２分の１に相当

する額 

（イ） 計画の認定を受けた共同住

宅等の部分 

前項の⑴のウの（イ）に規

定する額の２分の１に相当

する額 

（ウ） 計画の認定を受けた非住宅 前項の⑴のウの（ウ）に規



部分 定する額の２分の１に相当

する額 

（エ） 新たに追加する住宅部分、

共同住宅等の部分又は非住宅部分 

前項の⑴のウに規定する額 

」 

を 

「 

ウ ア及びイに

掲げる申請以外

の場合 

（ア） 計画の認定を受けた住宅部

分（（イ）に規定するものを除く。 

） 

前項の⑴のイの（ア）に規

定する額の２分の１に相当

する額 

（イ） 計画の認定を受けた共同住

宅等の部分 

前項の⑴のイの（イ）に規

定する額の２分の１に相当

する額 

（ウ） 計画の認定を受けた非住宅

部分 

前項の⑴のイの（ウ）に規

定する額の２分の１に相当

する額 

（エ） 新たに追加する住宅部分、

共同住宅等の部分又は非住宅部分 

前項の⑴のイに規定する額 

」 

に、 

「 

ウ 計画の認定を受けた共同住宅等の場合 前項の⑵のイに規定する

額の２分の１に相当する

額 

エ 新たに追加する共同住宅等の場合 前項の⑵のイに規定する

額 

オ 一の建築物

全体の場合（ア

からエまでに掲

げる場合を除

く。） 

（ア） 計画の認定を受けた住宅部分

（（イ）に規定するものを除く。） 

前項の⑵のウの（ア）に

規定する額の２分の１に

相当する額 

（イ） 計画の認定を受けた共同住宅等

の部分 

前項の⑵のウの（イ）に

規定する額の２分の１に

相当する額 

（ウ） 計画の認定を受けた非住宅部分

（モデル建物法を用いるものに限る。） 

前項の⑵のウの（ウ）に

規定する額の２分の１に



相当する額 

（エ） 計画の認定を受けた非住宅部分

（標準入力法・主要室入力法を用いるも

のに限る。） 

前項の⑵のウの（エ）に

規定する額の２分の１に

相当する額 

（オ） 新たに追加する住宅部分、共同

住宅等の部分又は非住宅部分 

前項の⑵のウに規定する

額 

」 

を 

「 

ウ ア及びイに

掲げる申請以外

の場合 

（ア） 計画の認定を受けた住宅部分

（（イ）に規定するものを除く。） 

前項の⑵のイの（ア）に

規定する額の２分の１に

相当する額 

（イ） 計画の認定を受けた共同住宅等

の部分 

前項の⑵のイの（イ）に

規定する額の２分の１に

相当する額 

（ウ） 計画の認定を受けた非住宅部分

（モデル建物法を用いるものに限る。） 

前項の⑵のイの（ウ）に

規定する額の２分の１に

相当する額 

（エ） 計画の認定を受けた非住宅部分

（標準入力法・主要室入力法を用いるも

のに限る。） 

前項の⑵のイの（エ）に

規定する額の２分の１に

相当する額 

（オ） 新たに追加する住宅部分、共同

住宅等の部分又は非住宅部分 

前項の⑵のイに規定する

額 

」 

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


